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令和  ２  年 

 

寒川町教育委員会会議録 

 

第 １ 回 臨 時 会 

 

 

        日 時：令和２年５月１日（金） 

                        午後４時 ～ 午後４時１５分 

                         

                         

                場 所：分庁舎会議室 

 

                出席者 

 

                  ＜教育委員会委員＞ 

１番   大 澤 文 雄 

２番   大 川 勝 德 

３番   杉 﨑 多惠子 

４番   小 川 雅 子 

５番   大 関 博 之 

 

                   ＜事務局職員＞ 

                       教育次長                内 田 武 秀 

                       教育総務課長            芹 澤 るみ子 

                       学校教育課長            小 島 康 義 

                       書記                    中 嶋 裕 子 

 

 

 

  



 - 2 - 

 

寒川町教育委員会定例会第１回臨時会議事日程 

 

１．開 会 

 

２．会議録署名委員の指名 

小川委員 大関委員 

 

３．議 事 

議案第９号 令和２年度寒川町一般会計補正予算（５月追加）について 

 

４．閉 会 



 - 3 - 

１．開 会 

 

  （大澤教育長） 

 皆さん、こんにちは。 

 ただ今の出席者は５名です。定足数に達しておりますので、これより、令和

２年寒川町教育委員会 第１回臨時会を開会致します。 

本日の日程は、お手元に配付したとおりです。 

 

２．会議録署名委員の指名 

 

  （大澤教育長） 

 本日の会議録署名委員は、小川委員と大関委員にお願いいたします。 

 

 ＜はいの声＞ 

 

   （大澤教育長） 

 それでは、議事に入る前に私から報告させていただきます。 

     臨時休業期間の延長に関して、現段階では、５月６日までを臨時休業とし、

５月７日から学校再開としておりますが、感染収束の兆しが見えてきてないこ

とや、国の緊急事態宣言に係る今後の動向が明らかになっていないところがあ

るので、国や県の動向を踏まえて、その都度判断していくことが大切となりま

す。そのため、県教育委員会との連携を図りながら適切に対応するようにとの

要請及び県内の感染状況を踏まえ、緊急事態宣言が連休中に解除された場合で

あっても児童・生徒の安心安全を第一に考えて５月７日、８日は、町内全校を

臨時休業とすることにしています。５月１１日以降のことは、５月７日を目途

に保護者宛に案内をすることにしています。 

         また、臨時休業中の学習課題については、臨時休業期間が延期されてきた

ことで、児童・生徒の学習機会をどのように保障するかということが求めら

れています。現在、各学校でも新たな学習課題を児童・生徒に渡すことを考

えておりますが、その方法として、家庭のポスティングなのか、あるいは郵

送なのかといったことについて、模索しているところです。 

     以上、私からの報告は終わりますが何か質問はございますか。 

     大川委員。 

 

（大川委員） 

   今日の新聞に神奈川のある市のことが紹介されていました。現在、教員が学

習プリントを児童・生徒の自宅ポストに入れているが、今後は、校庭や昇降口

付近にポストを設置し、児童・生徒からの提出も受け付けるという記事が載っ

ていました。寒川ではこれから検討されると思いますが、教師にとって２か月

間も子どもの顔を見ていない、逆に、子どもにとっても先生の顔を見ていない
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という状況は、お互いに不安を募らせる状態になってしまっていないかとい

うことが心配です。お互いに、ポスティングで必要な連絡をやりとりするとい

うことは、感染リスクを下げるという面ではとても良い方向だと思いますが、

子どもと教師が信頼関係を深めていくことによって教育が成り立つと思って

います。そういう意味で、私は、できるだけ子どもと先生方が接して顔を見て

ほしいというのが正直な気持ちです。マスクや手袋を着用して十分な感染防

止体制をとった上で、玄関先で子どもの顔を見たり、あるいは言葉を交わすと

いうようなことを行っても良いと思います。そういうことによって、テレビ等

でも話題になっておりますが、ＤＶ、家庭内の暴力や子どもが引きこもってし

まい、ストレスを感じているといったことが、顔を見ることによって明らかに

なります。そして、対策も打つことができると感じています。今日、この会議

に来る時に、次亜塩素酸水も配布されていたのを目にしましたので、そういう

部分も活用していただいて、先生達にも頑張っていただけたらよいと思って

おります。 

 

（大澤教育長） 

      貴重なご意見ありがとうございました。このあと、校長会もありますので、

   また、その辺は反映させていきたいと思います。 

   他にはいかがでしょうか。 

   小川委員。 

 

（小川委員） 

 緊急事態ではありますが、４月に新しく担任の先生が変わっておりますの

で、そういう意味では、玄関の外で風通しの良いところで、担任の先生と目を

合わせる機会があった方が良いと考えます。今、子どもたちは家の中にいる状

態で、あまり学校では把握できない状況になっております。私は主任児童委員

をやっておりますが、その立場からすると、実は、少し心配なお子さんがいる

というような連絡を受けておりますけれども、民生委員は玄関のチャイムを

押して様子を見るということはできません。そのため、担任の先生が一人ひと

り目を合わせて、子どもの健康状態、体だけではなくて、心の健康状態を見て

確認していただけると、命を守るという意味でも大切なことだと思います。 

 

（大澤教育長） 

      ありがとうございます。これも校長会で伝えていきたいと思います。 

   他に何かございますか。 

   大関委員。 

 

（大関委員） 

私も、先生が家に回った方が良いと思っております。海老名では、それが 

始まっているような状況で、全部各家庭に回っていると聞いています。授業
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をやらなければいけない時間帯に、先生がいつ来るかわからない状況になれ

ば、子どもたちはちゃんと家にいることができます。全ての親が常に見てい

られる訳ではないですけれども、公園に行ってたなど、そういうことがあり

ますので、やはり、授業がある時間帯に先生がいつ来るかわからないけど、

必ず来るということが分かった方がより一層家にいてもらえることができま

す。また、勉強をしなければいけないという状況になると思いますので、是

非そういうことも検討していただきたいと思います。 

 

（大澤教育長） 

      他にはよろしいですか。 

    杉﨑委員。 

 

（杉﨑委員） 

  皆さんと同じ意見です。私も新聞で大和市の例を見ましたけれども、長期       

休業中の児童・生徒の様子を把握することは大切なことです。ただ、家庭訪    

問する時は、事前に家庭に連絡してから家庭訪問をして、課題を渡しながら    

児童・生徒の様子を直接見ることが大切だと思います。 

 

（大澤教育長） 

皆さんから貴重な意見がいろいろありましたけれども、基本は先生方も感                

染予防しながら、可能な限り子どもたちがどんな生活をしているのかある程

度把握しておく必要があると考えています。学習課題は、今メール配信なの

でなかなか徹底しません。家庭にすべての保護者がいるとは限りませんので、

なかなか子どもの勉強を見てあげられないなど、様々な課題等も聞いており

ます。皆さんから貴重な意見をいただきましたので、今日の校長会で対応策

を検討したいと思います。 

     よろしいでしょうか。 

 

<はいの声> 

 

３．議 事 

 

議案第９号「令和２年度寒川町一般会計補正予算（５月追加）について」 

 

（大澤教育長） 

      それでは、これより、「議事」に入ります。本日は、1 件の議案が提出され

     ております。 

それでは、「議案第９号 令和２年度寒川町一般会計補正予算（５月追加）

について」を審議いたします。事務局から提案・説明をお願いいたします。 

芹澤教育総務課長。 
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（教育総務課長） 

     それでは、議案第９号をご覧下さい。読み上げをもって提案とさせていただ

きます。 

         議案第９号、令和２年度寒川町一般会計補正予算（５月追加）について。 

令和２年度寒川町一般会計補正予算（５月追加）のうち、教育に関する部分

について、別紙のとおり意見を申し出る。 

         令和２年５月１日提出。 

 寒川町教育委員会、教育長、大澤文雄。 

提案理由。教育関係費の予算について、議会の議決を得るべき案件が生じた

ので、寒川町教育委員会教育長事務委任等に関する規則第２条第１項第９号の

規定に基づき提案する。 

         続きまして、次のページをご覧下さい。こちらは町長への申し出文です。本

文中の「別紙のとおり」につきましては、次のページになります。この度の教

育委員会に係る補正予算の内容となっておりますので、こちらで説明させてい

ただきます。 

この度の補正予算は、文部科学省の「ＧＩＧＡスクール構想」の実現に向け、

町立小・中学校における環境整備を進めるためのものです。 

「歳入」で７，７６７万９，０００円、「歳出」で合計 1 億６，３１７万９，

０００円をそれぞれ増とするものです。 

まず、歳入ですが、１５款、国庫支出金、２項、国庫補助金、５目、教育費

国庫補助金、７，７６７万９，０００円は、先ほど説明申しあげた、文部科学

省の「ＧＩＧＡスクール構想」に係る児童・生徒の学習用端末の整備のための

補助金です。１節、小学校費補助金、５，１７５万６，０００円は、そのうち

の小学校での端末の整備に対するもので、２節、中学校費補助金２，５９２万

３，０００円は、同じく中学校の整備に対するもので、補助率は１台当たりの

定額の約３分の２となっております。 

次に、歳出は、この補助金を充当して実施する児童・生徒の学習用タブレッ

ト端末等の整備経費です。 

まず、１０款、教育費、２項、小学校費、１目、学校管理費、１７節、備品

購入費の１億１，１６６万７，０００円は、各小学校で使用するタブレット端

末及び充電保管庫の購入費です。 

続いて、３項、中学校費、１目、学校管理費 １７節、備品購入費の５，１

５１万２，０００円は、各中学校で使用するタブレット端末及び充電保管庫の

購入費です。 

 補正予算の内容は以上です。 

         なお、こちらの補正予算の内容、額などにつきましては、教育委員会から町

長へ要求として申し出るものでありまして、今後、町議会へ上程されるまでに

は、町長等の査定を経ることとなっております。その際に、内容や金額等が変

わってくることがあることを、ご承知おき下さいますようお願いいたします。 

        これで、補正予算の説明を終わります。質疑につきましては、担当課も含め
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お答えさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 

 （大澤教育長） 

ありがとうございました。ただいま、提案・説明が終わりました。ご質問  

等がありましたらお願いします。 

  大関委員。 

 

（大関委員） 

この間言われたように各学年別ですか。それとも全学年ですか 

      

（大澤教育長） 

小島学校教育課長。 

 

（学校教育課長） 

今回は小・中学校の全学年の全児童・生徒の台数分になります。これは、 

以前お話しをさせていただいておりました、文部科学省のＧＩＧＡスクール 

構想で令和２年度、３年度、４年度、５年度にわたって入れる予定でしたが、

新型コロナウイルスの関係で臨時休業等が広まっている中、国が前倒しをし

た部分にあたり、令和２年度中に整備するよう切り替わりました。そのため

に補正を出させていただいております。 

 

（大澤教育長） 

よろしいでしょうか。 

他にいかがでしょうか。 

よろしいですか。 

それでは、他に発言がないようですので、議案第９号「議案第９号、令和２

年度寒川町一般会計補正予算（５月追加）について」は、原案（修正案）のと

おりでよろしいでしょうか。 

 

 ＜異議なしの声＞ 

 

（大澤教育長） 

それでは、本議案は原案（修正案）のとおり決します。 

以上で「議事」を終わります。 

        

４．閉 会 

 

    （大澤教育長） 

   これで、本日の日程は終了いたしました。これをもちまして、「令和２年 

  寒川町教育委員会 第１回臨時会」を閉会いたします。 


